
2月の行事予定 

2日(月) 1月分保育料等口座振替日(該当者のみ) 

3日(火) 豆まき（園児のみ） 

6日(金)  R8年度入園説明会(新入園児と転園児のみ) 

11日(水) 建国記念の日（保育園はお休みです） 

12日(木) 交通教室(３、４、５歳児 園児のみ) 

13日(金) グレープ人形劇（園児のみ） 

19日(木) 避難訓練(園児のみ) 

20日(金) ハイジさん読み聞かせ（３歳児園児のみ） 

23日(月) 天皇誕生日(保育園はお休みです) 

26日(木) マカナカマコンサート（園児のみ） 

 

３月の行事予定 

2日(月) ２月分保育料等口座振替日(該当者のみ) 

3日(火) ひな祭り会（園児のみ） 

5日(木) 小学校見学（年長児のみ） 

9日(金)  避難訓練(園児のみ) 

11日(水) お別れ会 

12日(木) 交通教室(３、４、５歳児 園児のみ) 

13日(金) お別れ遠足(３、４、５歳児 園児のみ) 

     ＊詳しくは後日コドモンより配信 

16日(月) 卒園式総合練習①(５歳児園児のみ) 

20日(金) 春分の日 (保育園はお休みです) 

24日(火) 卒園式総合練習②(５歳児園児のみ) 

26日(木) 卒園式 

     ＊詳しくは後日コドモンより配信 

27日(金)～31日(火) 春季保育（＊利用する方は申し込みが必要です） 

31日(火) ３月分保育料等口座振替日(該当者のみ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年が明けてから発熱での欠席や早退の子が多く見られました。体調を崩さないようお気を付けく

ださい。引き続き手洗いうがいなどの基本的な風邪の予防に努めていきたいと思います。    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊次のページに続きます。 

2月の園だより 

園庭開放予定日（毎週水曜日） 

２月４、18、25日 

３月４日が今年度最終です。 

9：30～11：00 

＊雨天、園庭不良の時は中止です。 

開催か迷われる時には電話で問い

合わせてください。 

☎(0562‐83‐6612） 

担当者 園長代理・担当保育士      

石浜西保育園 

2026年１月 30日発行 

園長 近藤 千鶴 



 

「春季保育期間」は申し込みが必要です。方法は下記の通りです。 

春季保育期間・３月 27日(金)～31日(火)と４月１日(火)～６日(月) 

申し込み期間・２月６日(金)～20日(金)まで 

申し込み場所・職員室 

① 仕事等で保育が必要な方は上記の期間までに申し込みをお願いします。 

② 給食の発注がありますので期限までの申し込みをお願いいたします。 

③年長児の保育期間につきましては３月 31日(火)までとなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２月のねらい 

 

【５歳児】 

・身についている生活習慣を再確認し、就学に期待を持てるようにする。 

・一人ひとりが十分に力を発揮し、互いに認め合いながら遊びを進める。 

・冬の自然事象に進んで関わり、試したり考えたりして関心を深める。 

【４歳児】 

・冬期の生活習慣や態度を身に付け、健康で快適に過ごせるようにする。 

・友だちと一緒に考えたり試したりしながら遊びを楽しむ。 

・冬の自然に触れ、興味や関心を持つ。 

【３歳児】 

・保健的で安全な環境を整え、寒い時期を健康に過ごせるようにする。 

・冬の自然に興味を持ち、自然に触れて遊ぶことを楽しむ。 

・自分の思いを出しながら友だちと一緒に遊ぶことを楽しむ。 

【２歳児】  

・冬期の環境や衛生に配慮し、一人一人の健康に留意しながら快適に生活できるようにする。 

・保育士に見守られながら、自信を持って身の回りのことを自分でしようとする。 

・保育士や友だちと好きな遊びを十分に楽しむ。 

【１歳児】 毎月の目標は一人ひとり立てています 

 

 

 

お願い 

「防寒着の着用について」 

・保育園では防寒着の着用時に安全面についても子どもたちに伝えています。安全に遊ぶために前の

チャックを閉めることを伝えています。チャックを閉めないまま遊んでいると遊具に引っ掛かるな

どして思わぬ事故に繋がります。事故を防ぐためにも保育園と保護者が一緒になり子どもの安全を

知らせ守って行きましょう。 

「仕事の変更、退職、妊娠された方はお知らせください」 

 ・仕事の変更等で早朝保育時間や延長保育時間の利用開始や時間変更等につきましては前月の 20 日

までに書類の提出が必要になります。急な申し出になりますとご要望に沿えないことがあります。

就労等に関して変更などある方は早めに職員室までご相談くだい。 


